
「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

男女共同参画社会の実現に向けて、固定的性別
役割分担意識の解消に向けた講演会の開催や広
報・啓発活動を推進します。

ア　6/23～6/29の男女共同参画週間にあわせ、
市HP、市広報紙、FMさくだいらによる情報発信

イ　人権・男女共生フェスティバル開催
　11月18日（土）あいとぴあ臼田　参加者：１８６人
　・男女共生ネットワークによる男女共同参画朗読
劇の発表
　・男女共同参画推進事業者　２事業者表彰
　　株式会社すまい一、鈴与マタイ株式会社

ウ　市広報紙において佐久平女性大学卒業生の
コラムを掲載

ア　男女共同参画週間にあわせ、市HP、市広報
紙、ＦＭさくだいらによる情報発信
　
イ　人権・男女共生フェスティバル
　　11月17日（日）　佐久平交流センター

ウ　地域における人権同和教育講座や区長会理
事会に併せ、男女共同参画に関するリーフレットを
配布

- - -

ア　５年ごとの市民意識調査の実施
　　：令和２年度実施（次回は令和7年度実施）

イ　佐久市男女共生ネットワーク主催の市民
フォーラムにおいてアンケートを実施
　　７月２７日（土）　市民創錬センター

「男女共同参画社会」と
いう用語の周知度

 31.0％
（令和２年度
市民意識調査）

50%

社会全体が男女平等だ
と思う市民の割合

 55.1％
（令和２年度
市民意識調査）

40%

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

男女共同参画意識づくりの推進団体である「佐久
市男女共生ネットワーク」と連携を図り、多くの市
民が参加しやすい各種講演会・研修会などを開催
し、意識の啓発活動を行います。

ア　市民フォーラムの開催
７月３０日（日）　市民創錬センター　参加者：８０人

イ　人権・男女共生フェスティバルの開催
　１１月１８日（土）あいとぴあ臼田　参加者：１８６
人

ア　佐久市男女共生ネットワーク主催の市民
フォーラム
　７月２７日（土）　市民創錬センター

イ　人権・男女共生フェスティバル
　　１１月１７日（日）　佐久平交流センター

- - -

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

誰一人取り残さない住みやすい社会の実現を目
指し、持続可能な開発目標（SDGｓ）の中の「ジェン
ダー平等」について、各種講演会・研修会などを通
じて、男女共同参画社会に向けた意識づくりに取
り組みます。

ア　佐久平女性大学での取組
　学生やそのパートナーに対する年間講座や課外
講座での学びのほか、公開講座において広く市民
に向けた講座を実施した。

イ　市民フォーラム及び人権・男女共生フェスティ
バルでの、男女共生ネットワークによる朗読劇の
発表

ア　佐久平女性大学事業の実施
　　公開講座　３月に予定

イ　佐久市男女共生ネットワークによる男女共同
参画朗読劇の発表

- - -
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（１）男女共同参画社会づくり
の意識改革

（２）国際社会の一員として
の男女共同参画意識の醸成

佐久市男女共生ネットワーク主催の
　　　　　　　　　　　　　　　市民フォーラム
　７月30日（日）　市民創錬センター　参加者：８０人

※アンケート実施
　「男女共同参画社会という用語を知っている」
割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85.1％
　「社会全体が男女平等だと思う」割合　　　  9.0％

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

5年に1度の男女共同参画社会に関する市民意識
調査や「佐久市男女共生ネットワーク」主催の市民
フォーラムなど、各種イベントにおけるアンケート
調査を実施・分析し、現状と課題を認識して対策に
活かします。
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移住交流推進課
（交流推進係）

「国際交流ネットワーク佐久」・「佐久市国際交流ボ
ランティア合同会議」など国際交流団体と連携し、
国際社会の一員として男女共同参画の視点に
立った国際交流の推進を図ります。

ア　国際交流フェスティバル
　　9月3日（日）　来場者：3,100名

イ　国際交流サロン　全6回開催
　　7月22日（土）「ゆかたで茶道」
　　8月5日（土）
　　　「タイ料理サークーサイム―作り」
　　10月29日（日）
　　　「親子で参加できるわくわくワークショップ
　　世界の言葉で遊ぼう」
　　11月25日（土）「中華料理を作ってみよう」
　　12月2（土）「国際交流会in winter」
　　1月27日（土）
　　　「日本の保存食を食べて学ぼう」

ア　国際交流フェスティバル
　　 9月1日（日）

イ　国際交流サロン　全11回開催予定
　　6月9日（日）「救急救命、いざという時、助け
　　たい命がある。大切な命、どう守りますか？」
　　6月30（日）「トークフォーク＆クイズin望月」
　　7月7（日）「中国の蹴鞠」
　　7月下旬「ゆかたで茶道」
　　8月上旬「タイ料理作り」
　　10月上旬「日本の文化を体験しよう」
　　11月上旬「国際交流会」
　　11月中旬「多言語ワークショップ」
　　12月上旬「国際交流会in winter」
　　1月下旬「日本の文化を体験しよう」
　　2月中旬「ブラジルのおやつを作ろう」

- - -

生涯学習課
(青少年係)

中学生の海外研修事業・子ども交流研修を実施す
る中で、男女共同参画の視点に立った国際理解と
国際感覚を身につけます。

・ふるさと創生人材育成事業(中学生海外研修）
ア　エストニア共和国（サク市）
　 一般家庭でのホームステイ、キャンプ地で現地
学生との交流をとおしてサク市の子どもたちとの相
互理解を深め、国際的視野を広げた。。
　　・7/31～8/7　まで渡航
　　・市内中学生　8名　引率者2名

・ふるさと創生人材育成事業(子ども交流研修）
ア　エストニア共和国（サク市）
  日本の一般家庭でのホームステイ、中学校体験
授業を通して友好関係を深めた。
　・10/16～22まで来訪
　・研修生　8名　引率者　2名

イ　モンゴル国（ウランバートル市スフバートル区）
　　日本の一般家庭でのホームステイ、中学校授
業体験をとおして友好関係を深めた。
　・研修生　8名　引率者　2名
　・11/10～11/17まで来訪

・ふるさと創生人材育成事業(中学生海外研修）
ア　エストニア共和国（サク市）
　 一般家庭でのホームステイ、キャンプ地で現地
学生との交流をとおしてサク市の子どもたちとの相
互理解を深め、国際的視野を広げる。7/29～8/5
まで渡航予定

イ　モンゴル国(ウランバートル市　スフバートル
区）
　  一般家庭や遊牧民宅のゲルでのホームステ
イ、子ども交流会をとおしてスフバートル区の子ど
もたちとの相互理解を深め、 国際的視野を広げ
る。7/30～8/6まで渡航予定

・ふるさと創生人材育成事業(子ども交流研修）
ア　エストニア共和国（サク市）
  日本の一般家庭でのホームステイ、中学校授業
体験をとおして友好関係を深める。10/56～22まで
来訪予定

イ　モンゴル国（ウランバートル市スフバートル区）
　　日本の一般家庭でのホームステイ、中学校体
験入学等をとおして友好関係を深める。11/15～
11/22まで来訪予定

- - -
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（２）国際社会の一員として
の男女共同参画意識の醸成
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ア　男女双方の視点に配慮した、避難所開設・運
営訓練の実施
　令和５年７月　１日（土）　会場：あいとぴあ臼田
　令和５年７月　２日（日）　会場：東地区社会体育
館
　令和５年７月１５日（土）　会場：交流文化館あさし
な
　令和５年７月１５日（土）  会場：浅間体育センター
　令和５年７月１６日（日）　会場：春日体育館
　令和５年７月２０日（木）  会場：佐久平交流セン
ター
延べ参加人数　２８６名　　職員９７名
イ　出前講座等による防災周知と女性の参画促進
　　　４５回　延1,825人参加

ア　避難所運営にあたる職員に対し、男女双方の
視点に配慮した、避難所運営図上訓練の実施

イ　男女双方の視点に配慮した、避難所開設・運
営訓練の実施

ウ　男女双方の視点に配慮した出前講座等の実
施

男女共同参画の視点を
取り入れた訓練の実施 １回 ２回以上

ア　女性消防団員の募集
　　・エフエム佐久平「佐久市からのお知らせ」
　　・市広報誌「サクライフ」に掲載

イ　各種イベント（成人式等）における女性消防団
加入について呼びかけ

ア　女性消防団員の募集
　　・エフエム佐久平「佐久市からのお知らせ」
　　・市広報誌「サクライフ」に掲載

イ　各種イベント（成人式等）における女性消防団
加入について呼びかけ

女性消防団員の加入者
数 38人 60人

（４）地域・家庭における男女
平等・男女共同参画の意識
づくり 人権同和課

（人権教育
男女共生係）

男女がともに家庭における家事・育児・介護へ参
画し、多様なライフスタイルを選択できるよう、意識
づくりに取り組みます。

ア　FMさくだいらや市広報紙を活用した周知啓発

イ　男女共生ネットワークによる朗読劇の発表

ウ　男女共同参画推進事業者表彰

ア　FMさくだいらでの広報
イ　各種研修会等にあわせ、男女共同参画に関す
るチラシの配布
ウ　６月23日～29日の「男女共同参画週間」に市
広報紙やホームページで啓発

- - -

子育て支援課
（保育係）

幼児期から、一人ひとりの人権を尊重し、その個
性を伸ばす保育を進めます。

公立保育園15園において、一人ひとりの人権を尊
重した保育を実施

公立保育園15園において、一人ひとりの人権を尊
重した保育を実施 - - -

学校教育課
（学務係）

児童・生徒に男女平等・男女共同参画に関する理
解を促し、その個性を伸ばした将来のキャリア形
成ができるよう教育の推進を図ります。

小中学校において、社会科や道徳科を中心に男
女平等・男女共同参画などを含む人権教育を行っ
た。
また、人権週間等の取り組みを通して男女共同参
画も含め幅広く人権意識の涵養を図った。

各小中学校では、社会科や道徳科を中心に男女
平等・男女共同参画などを学ぶ人権教育を行う。
また、授業以外に、人権週間等の取組を通して男
女共同参画も含め幅広く人権意識の涵養を図る。

- - -

子育て支援課
（保育係）

担当課と連携し、保育士、教職員、保護者などに
対する情報提示を行った。

担当課と連携し、保育士、教職員、保護者などに
対する情報提示を行う。 - - -

学校教育課
（学務係）

教職員、保護者に対して関係団体等から送付され
た啓発資料等について学校を通じて情報提供を
行った。

関係団体等から送付された啓発資料等について
学校を通じて情報提供を行う。

学校教育の場は男女平
等だと思う市民の割合

55.1％
（令和2年度

市民意識調査）
80%

男女平等と相互協力の意識を高め、男女共同参
画の視点に立った教育を推進するため、保育士、
教職員、保護者などに対し、広報・啓発活動を進
めます。

（５）教育の場における男女
平等・男女共同参画の意識
づくり
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（３）男女共同参画の視点に
立った防災・災害復興対策
の推進

２
　
男
女
平
等
・
男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
教
育
・
学
習
の
充
実

危機管理課
（危機管理係）
（消防団係）

平時から、男女共同参画の視点を取り入れた訓練
などを開催するとともに、消防団の地域防災活動
に男女がともに参加できる環境づくりを推進しま
す。
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人権同和課
（人権教育

男女共生係）

自らの意思に基づき、学び方・働き方・生き方を選
択できるよう、幼児期から生涯にわたって、男女平
等・男女共同参画における教育・学習機会の充実
を図ります。

ア　家族映画会参加親子に対して男女共同参画
に関するチラシをデータ配信
　１２月１０日（日）コスモホール
　　参加者：200組　520名

イ　野沢北高等学校の「総合的な探究の時間」を
活用し、高校生に佐久平女性大学の取組を紹介。
ジェンダーギャップの現状や女性活躍推進につい
て関心を与える機会とした。

ア　家族映画会参加親子に対して男女共同参画
に関するチラシをデータ配信
　１２月１日（日）　コスモホール

イ　野沢北高等学校の「総合的な探究の時間」を
活用して、高校生に市の取組の紹介及び男女共
同参画における学習の機会を確保

- - -

生涯学習課
(青少年係)

ジュニアリーダー研修などの機会を通じて、相互
協力の意識を高め、男女共同参画社会づくりを意
識した青少年健全育成事業を推進します。

ア　ジュニアリーダー研修　  実施回数 年15回

イ　佐久市子どもまつり
　   7/16　 市民創錬センター
　　（参加者　397人）

ウ 佐久市青少年健全育成市民集会
　　11/23　佐久平交流センター
　  講演会等　（参加者　172人）

エ　銀河連邦子ども留学交流事業
　 　実施場所：北海道大樹町
　　8/8～8/10

ア　ジュニアリーダー研修　  実施回数 年13回

イ　佐久市子どもまつり
　   9/8（日） 市民創錬センター

ウ 佐久市青少年健全育成市民集会
　　11/24　佐久平交流センター
　
エ　銀河連邦子ども留学交流事業
　 　実施場所：神奈川県　相模原市
　　8/6～8/8

- - -

生涯学習課
（公民館係）

公民館活動に、男女共同参画の視点を取り入れ、
その重要性について理解を促すとともに、「男性向
け料理講座」など、固定的性別役割分担意識の解
消に向けた各種講座を行います。

ア　人権同和教育推進員による人権講座
　　浅間公民館など6か所で開催
　　参加者：6回　194人
　
イ　男性を対象とした講座の開催
　　望月公民館で男性料理教室を開催し、22人が
参加した。

ア　人権同和教育推進員による人権講座
　 ７地区公民館で５月～２月に実施予定

イ　男性料理教室
　　望月公民館で６月～８月に実施予定

- - -

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

各種審議会・委員会などの市政に対する方針決定
過程に女性の視点を反映させるため、「佐久市女
性活躍人材バンク」を活用し、女性の積極的な登
用を推進します。

ア　庁内関係各課へ審議会等における女性委員
の積極的な登用について依頼を図った

イ　女性活躍人材バンクの登録者について、改選
のある各種審議会等へ推薦をした
　　女性活躍人材バンク登録者数
　　令和６年３月３１日現在　７５人

ア　各課へ審議会等における女性委員の積極的
な登用について依頼

イ　女性活躍人材バンクの活用

審議会などにおける女
性委員の登用率 38.7% 50%

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

「佐久平女性大学」を創設し、知識や技能の向上
を図り、議会、各種審議会・委員会などで活躍でき
る人材を増やします。

ア　佐久平女性大学卒業生で「佐久市女性活躍人
材バンク」に登録した割合
　第一期生２２名中　登録２０名
　第二期生２０名中　登録　９名（4/1現在：勧奨中）

イ　佐久平女性大学卒業生の審議会等への登用
　令和５年度　５名

佐久平女性大学事業を実施し、各種審議会等で
活躍できる人材を育成します。

「佐久平女性大学（仮
称）」を卒業し、「佐久市
女性活躍人材バング」
に登録した割合

90.9%
(第一期生登録割合)

100%

（６）生涯を通じての男女平
等・男女共同参画の意識づく
り

Ⅰ
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（７）方針決定過程への女性
の参画推進
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「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

広報広聴課
（広聴市民活動係）

女性を含めた幅広い市民の意見を聴取するため、
市が設置する各種審議会・委員会などに公募枠を
設けるとともに、市民が市政に参画しやすい仕組
みの充実を図ります。

ア　市民に対し審議会等委員の公募情報を周知
する
　公募に関する広報紙掲載記事・・・6件

イ　各種計画策定・事業検討に関するパブリックコ
メントの実施
　パブリックコメント実施件数・・・11件

ア　市民に対し、審議会等委員の公募情報を周知
する

イ　各種計画策定・事業検討に関するパブリックコ
メントの実施

- - -

総務課
（総務係）

地域の基盤を支える区などの運営に女性の視点
を反映させるため、女性の参画を促進します。

第４回区長会理事会においてリーフレットを配布す
るとともに、区役員等への女性の参画推進につい
て、人権同和課長から依頼した。

第３回区長会理事会においてリーフレットを配布す
るとともに、区役員等への女性の参画推進や女性
の活躍推進について説明する。

- - -

総務課
（人事係）

市女性職員の管理・監督職への登用拡大に向け、
若手・中堅女性職員を対象とした研修会を開催
し、キャリア支援を行います。

性別に関係なく、職務の経験や実績をもとに管理・
監督職への登用を図り、公平公正な管理・監督職
への職員配置

性別に関係なく、職務の経験や実績をもとに管理・
監督職への登用を図り、公平公正な管理・監督職
への職員配置

市職員の管理職（課長
級以上）に占める女性
の割合

12.9% 25%

商工振興課
（商業振興労政係）

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

企業などに対し、方針決定過程に女性の視点を取
り入れることの意義や組織に与える効果について
発信するとともに、その環境づくりに向けた補助金
の周知など、女性の意欲向上と責任ある職への登
用拡大に向けた取組を促進します。

就職支援員による就職相談、職業紹介の実施 (相
談件数92件の内女性から相談件数15件)

就職支援員による就職相談、職業紹介の実施 - - -

（９）地域におけるリーダーの
養成

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

「佐久平女性大学」を創設し、地域社会で活躍でき
る男女共同参画社会の推進リーダーを育成しま
す。

佐久平女性大学において独自の教養講座と実践
講座を行い、活躍したいと希望する女性の支援を
行った。
　第二期生　２０名
　年間講座　１０回
　課外講座　　３回
　公開講座　　１回
　その他　意見交換会、学習会など

佐久平女性大学事業を実施し、職場や地域、家庭
などのあらゆる分野で活躍する女性を支援しま
す。

- - -

（１０）地域活動における各
種団体などの活動支援

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

男女共同参画社会の推進に向け、各種市民団体
などの活動を支援します。

ア　佐久市男女共生ネットワーク、パートナーシッ
プ佐久の活動支援
　・市民フォーラム、人権・男女共生フェスティバル
開催
　・国や県が開催する、全国会議【オンライン開
催】・NWECフォーラム【オンライン開催】などへの会
員の研修参加支援（12/16実施）

イ　佐久平女性大学とパートナーシップ佐久との合
同研修会の実施
　１月２７日（土）　参加者　２７名
　女性活躍推進に関するワークショップ

佐久市男女共生ネットワーク、パートナーシップ佐
久などの団体活動を支援 - - -

Ⅱ
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（７）方針決定過程への女性
の参画推進

（８）女性の職域拡大と管理
職への登用
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「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

農政課
（農政係）

家族経営協定の締結を促進し、農業経営における
女性の地位を確立します。

佐久農業農村支援センターやＪＡ等各関係機関と
の情報共有し、佐久市認定農業者等で家族経営
をしている皆様へ制度の周知及び相談対応を実
施

佐久市内認定農業者等で家族経営をしている皆
様に制度の周知、相談対応を実施することで、農
業経営への女性の参画を促進します。

- - -

商工振興課
（商業振興労政係）

ライフステージに応じた柔軟な働き方の導入やICT
技術の活用により、男女がともに働きやすい環境
整備を支援します。

ママ＆プレママを対象とし、子育て中の女性たちが
自分らしい働き方を見つけるためのサポートをす
る「じぶんはたらき方講座」を年4回開催（参加人数
23名）。
また、女性が自分の得意なことや趣味を活かして
小さく稼ぐ、創業の新しいモデルとして提案されて
いる「月3万円ビジネス」講座を年6回開催（参加人
数11名）

女性が自分の得意なことや趣味を活かして小さく
稼ぐ、新しいビジネスモデル「月3万円ビジネス」の
講座を開催する

- - -

子育て支援課
（子育て支援係）

県の事業見直しにより、令和5年度から新たに地
域就労支援センター「Jobサポ」を設置し、女性だ
けでなく若者や障がい者も対象に幅広い支援を行
うこととなったため、これまでの女性就業支援員の
配置がなくなったが、新たにJobサポと連携し、引
き続き子育て期の女性向け就業相談を規模を縮
小して実施

子育て期の女性就業相談
　場所：つどいの広場（２箇所）
　開催日：第１木曜日（もちづき保育園内）、
　　 　　　  第３火曜日（サングリモ中込）
　相談時間：午前10時～12時
　　　　　　　　※30分×3枠（予約制）
　相談者数：延べ22人

子育て期の女性就業相談
　場所：つどいの広場（２箇所）
　開催日：第１木曜日（もちづき保育園内）、
　 　　　　  第３火曜日（中佐都児童館内）
　　　　　　（５月から開始、曜日等変更の場合あり）
　相談時間：午前10時～12時
　　　　　　　　※30分×3枠（予約制）

再就職支援により子育
て期に再就職した女性
数

１人 45人

商工振興課
（商業振興労政係）

ママ＆プレママを対象とし、子育て中の女性たちが
自分らしい働き方を見つけるためのサポートをす
る「じぶんはたらき方講座」を年4回開催（参加人数
23名）。
また、女性が自分の得意なことや趣味を活かして
小さく稼ぐ、創業の新しいモデルとして提案されて
いる「月3万円ビジネス」講座を年6回開催（参加人
数11名）

女性が自分の得意なことや趣味を活かして小さく
稼ぐ、新しいビジネスモデル「月3万円ビジネス」の
講座を開催する

じぶんはたらき方講座
への女性参加者数及び
講座により創業した女
性数

参加者数　　23人
創業者数　　4人

参加者数
　100人

創業者数
　20人

商工振興課
（商業振興労政係）

非正規雇用労働者の雇用環境の改善などの取組
を促進します。

商工振興課窓口等に労働関係法令に関する周知
用のリーフレット設置・配布、庁内にポスターの掲
示

商工振興課窓口等に労働関係法令に関する周知
用のリーフレット設置・配布、庁内にポスターの掲
示

- - -

人権同和課
（人権教育

男女共生係）
商工振興課

（商業振興労政係）

「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」
の策定周知や、働きやすい職場づくりに向け、厚
生労働大臣が企業に認定する「えるぼし認定」な
どに関する情報について周知します。

女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業
を認定する制度「えるぼし認定」に関して記載のあ
るリーフレットを市内事業所（166社）へ配布、ＨＰ
へ掲載

女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業
を認定する制度「えるぼし認定」に関するリーフレッ
トを市内事業所へ配布、庁内にポスターの掲示、
ＨＰや広報誌へ掲載

- - -

出産・育児・介護などを理由に離職した女性に対
し、再就職・創業への動機づけのための機会や相
談の場を設け支援します。

（１３）男女の均等な機会と働
きやすい職場づくりに向けた
雇用環境の整備

（１１）自営業における男女
共同参画の促進

（１２）結婚・出産・育児などを
理由に離職した女性の再就
職への支援
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「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

契約課
企業のポジティブ・アクションなどを推進するため、
公共調達を行う場合は、ワーク・ライフ・バランスな
どの推進企業に対し加点評価を行います。

総合評価落札方式における労働環境の加点項目
の評価内容に、ワーク・ライフ・バランスに関する
取り組みの状況の評点を含めて評価するため、要
綱を改正しました。

総合評価落札方式における労働環境の加点項目
の評価内容に、ワーク・ライフ・バランスに関する
取り組みの状況の評点を含めて評価します。

市建設工事入札参加資
格者の資格総合点数ま
たは総合評価落札方式
における労働環境の加
点項目の追加件数

1件 2件以上

総務課
（人事係）

「女性活躍推進法に基づく佐久市特定事業主行動
計画」に基づき、育児休業など各種休暇制度の利
用を推進し、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け
た取組を推進します。

職員の働き方改革の推進を図るため、新たな育児
休業制度の周知と取得の勧奨、育児休業取得時
における臨時職員等配置

職員の働き方改革の推進を図るため、育児休業
制度の周知と取得の勧奨、育児休業取得時にお
ける会計年度任用職員等配置

市男性（対象）職員の育
児休業取得率
①育児休業取得率
②配偶者出産支援休暇
及び育児参加休暇の合
計

① 21.1％

② 26.3％

①5％以上

②5日以上の
取得率50％

商工振興課
（商業振興労政係）

誰もが能力などを最大限に発揮し、「働きやすさ」
と「働きがい」を実現できる職場環境の改善を促進
します。

市の中小企業向け融資制度の「子育て応援資金」
により、「社員の子育て応援宣言！」登録企業や、
オールマイティパスの協賛事業所を支援

「社員の子育て応援宣言！」登録企業募集につい
てHPへ掲載

「社員の子育て応援宣
言！」登録企業数 94社 120社

商工振興課
（商業振興労政係）

職場において男女の均等な雇用機会と待遇が確
保されるよう、「男女雇用機会均等法」、「育児・介
護休業法」などの関係法及び各種制度の周知・啓
発を進め、活用の促進を図ります。

ハローワーク佐久と共催の新規学校卒業者を対
象とした求人手続き説明会において、「男女雇用
機会委均等法」等の関係法令や各種制度を周知
（参加企業121社）

ハローワーク佐久と共催で開催する新規学卒者を
対象とした求人手続き説明会において、公正採用
の選考について各種関係法令、制度について周
知・啓発を行う

- - -

商工振興課
（商業振興労政係）

多様な勤務制度の導入や、柔軟な働き方の推進
など、企業に向けた働き方改革の促進と、男女共
同参画に関しての理解を促進し意識の醸成を図り
ます。

商工振興課窓口に事業主向け及び労働者向けの
「ワーク・ライフ・バランス」のパンフレットの設置 ・
配布、HPへ掲載

商工振興課窓口に事業主向け及び労働者向けの
「ワーク・ライフ・バランス」や働きやすい職場環境
づくりを目指す「社員の子育て応援宣言！」に関す
るパンフレットの設置・配布、市内事業所にパンフ
レット配布、ポスターの掲示、ＨＰや広報誌への掲
載

「ワーク・ライフ・バラン
ス」という用語の周知度

28.3％
（令和2年度

市民意識調査）
35%

（１５）男女共同参画の推進
に取り組む優良事例の普及
促進

人権同和課
（人権教育

男女共生係）

男女共同参画を積極的に推進している企業を表
彰するとともに、好事例の公表を行い、男女共同
参画の推進について周知・啓発を図ります。

男女共同参画推進事業者２事業者を表彰
表彰式　１１月１８日（土）あいとぴあ臼田
参加者１８６人
人権・男女フェスティバルにおいて表彰
佐久ケーブルテレビでの放映、パネル展示、市ＨＰ
に掲載するなど、模範取組について紹介

男女共同参画推進事業者表彰の実施 - - -

（１６）企業と連携した多様な
勤務制度の導入や多様な働
き方の普及促進

商工振興課
（商業振興労政係）

多様なライフスタイルの実現に向け、テレワークや
フレックスタイムなど多様な勤務制度の導入や、柔
軟な働き方の普及促進に努め、働きやすい職場
環境の推進に努めます。

ア　商工振興課窓口にテレワークの取組参考例が
掲載されたパンフレットや設置 ・配布、市内事業所
に パンフレット送付,ポスターの掲示、HPや広報誌
への掲載

イ　男女共同参画推進事業者の取組状況一覧を
就職面接会（年２回開催）の機会を活用して、 参
加企業に配布（参加企業41社・70社）

ア　商工振興課窓口にテレワークの取組参考例が
掲載されたパンフレットや設置 ・配布、市内事業所
に パンフレット送付,ポスターの掲示、HPや広報誌
への 掲載

イ　男女共同参画推進事業者の取組状況一覧を
就職面接会の機会を活用して、 参加企業に配布

- - -

（１４）企業に向けた男女共
同参画に関しての理解の促
進と意識の醸成

５
　
仕
事
と
育
児
・
介
護
の
両
立
で
き
る
環
境
の
整
備

（１３）男女の均等な機会と働
きやすい職場づくりに向けた
雇用環境の整備

Ⅱ
　
男
女
が
と
も
に
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

４
　
雇
用
な
ど
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進
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「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

子育て支援課
（保育係）

乳児保育、延長保育、一時保育、休日保育、病
児・病後児保育など、保護者の就労支援のための
特別保育のさらなる充実を図ります。

ア　乳児保育
　　生後４ヶ月程度の乳児から利用できる（０歳児）
　　実施保育園：公立１５園、私立９園
イ　延長保育
　　通常の保育時間（８時間）を超え閉所時間まで
利用できる
　　実施保育園：公立１５園、私立９園
ウ　一時保育
　　保護者の緊急時に利用できる
　　保育期間：１ヶ月に１２日程度を限度
　　実施保育園：公立６園、私立７園
エ　休日保育
　　日曜・祝日に利用できる
　　実施保育園：岩村田（公立）、岸野 （私立）、ひ
まわり（私立）
オ　病児・病後児保育
　　児童が病気の治療中や回復期にあるときに、
集 団保育が適当ではない場合
    に利用できる
　　実施保育園：浅間総合病院（病児）、岸野（病後
児）

ア　乳児保育
　　生後４ヶ月程度の乳児から利用できる（０歳児）
　　実施保育園等：公立１５園、私立１２園
イ　延長保育
　　通常の保育時間（８時間）を超え閉所時間まで
利用できる
　　実施保育園等：公立１５園、私立１２園
ウ　一時保育
　　保護者の緊急時に利用できる
　　保育期間：１ヶ月に１２日程度を限度
　　実施保育園等：公立６園、私立８園
エ　休日保育
　　日曜・祝日に利用できる
　　実施保育園：岩村田（公立）、岸野 （私立）、ひ
まわり（私立）
オ　病児・病後児保育
　　児童が病気の治療中や回復期にあるときに、
集 団保育が適当ではない場合
    に利用できる
　　実施保育園：浅間総合病院（病児）、岸野（病後
児）

- - -

子育て支援課
（子育て支援係）

仕事と家庭の両立を支援するため、児童館などの
子どもの居場所づくりに関する取組を推進します。

子どもの居場所づくりに関する以下の取組を実施
・児童館19館を運営
・民間の放課後児童クラブ2団体に対し補助金を交
付

・児童館19館を運営
・民間の放課後児童クラブ2団体に対し補助金を交
付

- - -

子育て支援課
（子育て支援係）

子育て家庭の不安を解消し、安心して社会参画で
きるよう、子育て専門相談員による悩みの相談・助
言、地域の子育て関連情報の提供、各種子育て
講座の開催、子育て中の親子が交流する場の提
供など子育て支援の強化を図ります。

・子育てサロン対象者：就学前のお子さんと保護者
等
　開催時間：午前9：30～午前11：30
　場所：市内18か所の児童館
   あいとぴあ臼田
　内容：お散歩、砂場、ゲーム、手遊び、育児相
談、育児講座
・つどいの広場　対象者：就学前のお子さんと保護
者等
　　・サングリモ中込つどいの広場
　　（毎週月、火、水、金、土の午前9：00～午後4 ：
00）
　　・あさしな保育園内子育て支援室
　　（毎週月・水・金の午前9：00～午後2：00）
　　・もちづき保育園内さくらんぼ広場
　　（毎週月・火・水・木の午前9：00～午後2：00）
　　・中佐都児童館内つどいの広場
　　（毎週月・火・水・木の午前9：00～正午）
　　・うすだ健康館つどいの広場
　　（毎週月・水・木・金の午前9：00～午後2：00）

・子育てサロン　対象者：就学前のお子さんと保護
者等
　開催時間：午前9：30～午前11：30
　場所：市内18か所の児童館
   あいとぴあ臼田　内容：お散歩、砂場、ゲーム、
手遊び、育児相談、育児講座
・つどいの広場　対象者：就学前のお子さんと保護
者等
　　・サングリモ中込つどいの広場
　　（毎週月、火、水、金、土の午前9：00～午後4 ：
00）
　　・あさしな保育園内子育て支援室
　　（毎週月・水・金の午前9：00～午後2：00）
　　・もちづき保育園内さくらんぼ広場
　　（毎週月・火・水・木の午前9：00～午後2：00）
　　・中佐都児童館内つどいの広場
　　（毎週月・火・水・木の午前9：00～正午）
　　・うすだ健康館つどいの広場
　　（毎週月・水・木・金の午前9：00～午後2：00）

- - -

高齢者福祉課

高齢化の進展に伴い、仕事と介護の両立を支援
するため、介護を必要とする高齢者のいる世帯に
対し、個人の状況に合わせた適切な介護サービス
を提供するとともに、その利用方法の周知や相談
体制の充実を図ります。

・地域包括ケアシステムの推進
・高齢者支援サービスの推進
・介護保険の適正な運営と介護基盤の整備
・高齢者の権利擁護の推進

・地域包括ケアシステムの推進
・高齢者支援サービスの推進
・介護保険の適正な運営と介護基盤の整備
・高齢者の権利擁護の推進

- - -

５
　
仕
事
と
育
児
・
介
護
の
両
立
で
き
る
環
境
の
整
備

Ⅱ
　
男
女
が
と
も
に
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

（１７）育児・介護支援体制の
充実
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「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

学校教育課
（学務係）

信州型コミュニティスクールの運用により、地域団
体と学校のマッチングにより相互の活動の活性化
を図ります。

各小中学校において、コミュニティスクールの活動
を通じて地域との連携・協働の取組を推進した。

各小中学校がコミュニティスクールを通じて地域と
の連携を図りながら、男女が互いに理解し、協力し
ていける態度と意識の育成に努める。

- - -

広報広聴課
（広聴市民活動係）

地域課題の解決に向け、「佐久市市民活動サポー
トセンター」が核となり、市民との協働による支援
体制の充実を図るため、地域の団体や様々な機
関などを結びつけるネットワークを構築します。

ア　交流・対話の場の提供
　　交流会等　14回　267人参加
イ　団体・人材育成のための講座開催
　　組織運営講座等　5回　78人参加
ウ　市民活動、地域課題に関する相談対応
　　窓口・電話等相談対応　250件
エ　市民活動に関する情報収集と活用、提供及び
発信
　　団体訪問・取材171件、情報提供545件、情報
発信607件

ア　交流・対話の場の提供

イ　団体・人材育成のための講座開催

ウ　市民活動、地域課題に関する相談対応

エ　市民活動に関する情報収集と活用、提供及び
発信

- - -

（１９）多様性と人権が尊重さ
れる環境づくり

人権同和課
（人権同和係）

（人権教育
男女共生係）

多様な性のあり方について正しい理解を広め、性
的マイノリティに対する差別や偏見の解消を図り、
多様性と人権が尊重される環境づくりを推進する
とともに、当事者が抱える悩みについて、相談でき
る支援体制の整備に努めます。

・佐久市男女共生ネットワーク主催の市民フォーラ
ム
　７月30日（日）市民創錬センター
　参加者：80人
　演題：「LGBTQ・多様な性ってなんだろう？」
　講師：ほっちのロッヂの診療所院長　坂井雄貴氏
・長野県パートナーシップ届出制度に対応した佐
久市の行政サービスについて、市ホームページで
周知を図った

　市内各地区で実施する人権同和教育講座や地
区公民館への出前講座のテーマとして扱う。
　リーフレットの配布や視聴覚教材を活用した啓発
活動など、市民が性的マイノリティに関する理解を
深める取組を行う。
　ホームページを活用して周知啓発を図る。

- - -

子育て支援課
（子育て支援係）

学校教育課

ひとり親家庭の親に対する就労支援、子どもに対
する学習支援など、世帯の実情に応じた細やかな
支援に努めます。

ひとり親家庭への支援制度等について、ホーム
ページなどへ記事を掲載するとともに、児童扶養
手当の現況届提出に関する案内発送時にチラシ
を同封して周知を行い、相談支援を行った。

ひとり親家庭の親に対し、母子・父子自立支援員
が相談支援を行う。 - - -

人権同和課
（人権教育

男女共生係）
福祉課

（地域福祉係）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、女
性の雇用環境や家庭生活にも重大な影響を及ぼ
していることから、関係機関と連携した相談体制の
充実を図ります。

個別のケースごとに、関係機関等との情報共有及
び連携を図り、女性に寄り添った支援を行った。

関係機関と連携して、相談体制の充実を図るな
ど、不安を抱えた女性たちへ寄り添った支援を行
う。

- - -

（２０）生活上困難を抱えてい
る人が安心して暮らせる環
境の整備

５
　
仕
事
と
育
児
・
介
護
の
両
立
で
き
る
環
境
の
整
備

Ⅱ
　
男
女
が
と
も
に
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

（１８）地域との連携・協働に
よる相互支援体制の充実

Ⅲ
　
人
権
の
尊
重
と
安
心
・
安
全
な
社
会
づ
く
り

６
　
困
難
を
抱
え
た
市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
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「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

高齢者福祉課
（高齢者支援係）

高齢者が生きがいを持って暮らし、健康で長生き
できる環境づくりを推進します。

○お達者応援団育成塾
（1）基礎講座
全8回講座の開催　延べ333人
（2）レベルアップ講座
全7回講座の開催　延べ49人

○介護予防事業
  ・転倒骨折予防教室　延べ2502人
　・はつらつ音楽サロン　延べ2330人
　・脳いきいき健康教室　延べ139人
　・栄養相談  延べ62人
　・おでかけリハビリテーション　延べ877人
　・認知症講演会　延べ69人
　

○地域包括支援センターのパンフレットを配布し、
周知を図る。
  ・65歳の方へ介護保険証を送付する際に
    パンフレットを同封　 1,222 人
　・75歳・80歳おたっしゃ訪問時にパンフレットを
    配布　75歳1,315人・80歳967人

○認知症カフェの設立数を増やす。
　　5か所（うち令和5年度設立2か所）

・お達者応援団育成塾を実施する。
・介護予防事業を開催する（はつらつ音楽サロン
の実施など）。
・地域包括支援センターのパンフレットを配布し、
周知を図る。
・認知症カフェの設立数を増やす。

- - -

福祉課
（療育支援係）

障がい者が自分らしく安心して暮らせる環境づくり
を進めるとともに、社会参加の促進を図ります。

・個別ケースについて、障害者相談支援センター
等の関係機関と連携した
・障害者自立生活支援センターの主催講座等を広
報で周知等を行った

ア　障害者相談支援センターとの連携

イ　障害者就業・生活支援センター事業との連携

ウ　障害者自立生活支援センターへの相談及び主
催講座等への参加の促進

- - -

移住交流推進課
（交流推進係）

外国籍市民の多文化共生の観点から、多様性を
生かした交流事業や相談体制の充実を図ります。

ア　外国人登録の多いタイ・中国・ブラジルの
　外国籍支援推進員の配置や翻訳アプリを活用
　し、通訳・翻訳・相談等に対応した。

イ　佐久市生活ガイドブックの配布（やさしい日本
　　語・中国語・ポルトガル語・タイ語・ベトナム語・
　　インドネシア語）

ウ　やさしい日本語で防災力向上事業を実施
　　長野県と共催　年4回　参加人数：88人

ア　タイ・中国・ブラジルの外国籍支援推進員の
    配置や翻訳アプリを活用し、通訳・翻訳・相談
    等に対応

イ　多言語翻訳した佐久市生活ガイドブックの配布

相談対応言語の拡充 ３言語 ４言語

生活環境課
（生活公共交通係）

誰もが分かりやすい・使いやすい地域公共交通の
構築を目指し、利便性及び快適性を兼ね備えた環
境づくりを推進します。

利便性及び快適性の向上を図るため、各種アン
ケート調査等により把握したニーズを踏まえた見
直しなどを実施しました。

運行実績を踏まえて、令和５年３月に策定した「佐
久市地域公共交通計画」に基づく各種施策によ
り、利便性及び快適性の向上を図ります。

- - -

（２１）誰もが安心して暮らせ
る環境の整備
（高齢者、障がい者、外国人
など）

Ⅲ
　
人
権
の
尊
重
と
安
心
・
安
全
な
社
会
づ
く
り

６
　
困
難
を
抱
え
た
市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

10



「第四次佐久市男女共同参画プラン」令和５年度実績報告・令和６年度事業計画 資料№5

基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

健康づくり推進課
（健診推進係）

人生100年時代に向け、各種健診に関する情報提
供や受診勧奨を積極的に実施し、健康意識の向
上を図ります。

ア  市広報紙「サクライフ」、ＦＭさくだいら、佐
久CATV、ＨＰ、市公式LINEにより、特定健診、
特定保健指導、がん検 診等の周知を図った

イ　電話（414件）、はがき（33,079通）による受
診勧奨を実施

ウ　 通院患者で健診未受診者を対象に医療
機関と連携し受診勧奨を実施

エ 他の事業と連携し、チラシ等の配布を行い
ＰＲ活動を実施

オ　生活習慣病予防講演会の開催　9/11

ア  市広報紙「サクライフ」、ＦＭさくだいら、佐
久CATV、ＨＰ、SNS等により、特定健診、特定
保健指導、がん検診等周知

イ　電話、はがき、訪問による受診勧奨

ウ　 通院患者で健診未受診者を対象に医療
機関と連携した受診勧奨

エ 他の事業と連携しチラシ等を配布
オ　生活習慣病予防講演会の開催

特定健診受診率 44.8％
（R4年度確定値）

53%

健康づくり推進課
（健康増進係）

こころの相談窓口を充実させ、こころの健康に関
する啓発や相談対応者の資質の向上を図ります。

ア　相談専用直通電話（心のほっとライン・佐久）
の設置（週5日）
　　相談件数：1,510件

イ　こころの健康づくり講座
　 　8/24、9/28　2回実施　延52名

ウ　自殺予防ゲートキーパー研修
　　初級編90名、中級編66名、外部団体４回171名

エ　心といのちの総合相談会
　 　7/3：8組11件、12/4：8組10件

オ　中学生向け自殺予防事業（パンフレット配布+
ミニ講話）
　8校　受講者2,574名

ア　相談専用直通電話（心のほっとライン・佐久）
の設置（週5日）

イ　こころの健康づくり講座　7/25、8/29

ウ　自殺予防ゲートキーパー研修
　　初級編　10/28、中級編　11/25、
　　フォローアップ編1/27

エ　心といのちの総合相談会  7/8、12/2

オ　中学生向け自殺予防事業 （パンフレット配布+
ミニ講話）
　　 中学1～3年＋職員へ配布予定

- - -

健康づくり推進課
（健康増進係）

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関す
る健康と権利）を保障し、ライフステージ全般にわ
たる心身の健康づくりの推進と相談体制の充実を
図ります。

ア　「ライフデザイン講話」市内中学校2校で開催

イ　思春期～青少年に向けた「ライフデザイン講
話」開催　2回  （市内大学1回、高校1回）

ア　「ライフデザイン講話」の開催　(市内中学校2
校で実施予定）

イ　思春期～青少年に向けた「ライフデザイン講
話」開催

- - -

健康づくり推進課
（健康増進係）

生涯にわたる身体と心の健康づくりの基盤とする
ため、乳幼児期の生活リズムや食生活の大切さに
ついて、啓発及び相談体制の充実を図ります。

ア　母と子のすこやか相談室
  　7,900件（電話相談、来所相談含む）

イ　妊婦一般健康診査受診票交付　606件

ウ　パパママ教室開催
　　 年30回（うち12回日曜開催）妊婦287名

ア　母と子のすこやか相談室

イ　妊婦一般健康診査受診票交付

ウ　パパママ教室開催

- - -

７
　
生
涯
を
通
じ
た
健
康
支
援

（２２）健康長寿に向けた健
康支援の充実

（２３）妊娠・出産などに関す
る意識づくりと健康支援
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基 本
方 針

施 策 の
方 向

主な施策 担当課・係 施策内容
令和５年度
事業実績

令和６年度
事業計画

指標名
現状値

（Ｒ５年度）

第四次
目標値

（Ｒ８年度）

学校教育課
（学務係）

学校教育活動を通じて、思春期における心と体の
健やかな成長を促すため、性に関する正しい知識
を身につけるなど、教育の充実を図ります。

ア　関係団体等から送付された啓発資料等の配布
を行った
　
イ　各小中学校における保健指導として、保健室
を中心に担任、保護者とが連携を図り、スクールカ
ウンセラーに繋ぐといった対応を行った。また、コ
スモス相談においても保護者、子ども等からの多
様な相談に対応するとともに、関係機関と連携し
支援等に繋げた

ウ　各小中学校では、体育・保健体育等の授業等
を通じ、健全な心身の発育に資する教育を行った

ア　関係団体等から送付された啓発資料等の配布
を行う

イ　各小中学校運営の中で、保健指導として、保
健室を中心に担任、保護者と連携をする中で、ス
クー ルカウンセラーに繋ぐ等の展開を図るととも
に、教育委員会内にコスモス相談室を設置し多様
な相談に対応するなど、子ど もの相談 体制の充
実を図る。

ウ　各小中学校では、体育・保健体育等の授 業等
を通じ、健全な心身の発育に資する教育を行う。

- - -

健康づくり推進課
（健康増進係・

口腔歯科保健係）

妊娠した女性への配慮に加え、不妊・不育症に関
する情報提供や相談体制の充実を図ります。

ア　コウノトリ支援事業　53名申請　助成額
9,815,419円

イ　妊婦歯科健診の実施　（市内協力歯科医院等
に委託）
　　R5年度市内48医療機関で実施。
　　受診者278人（妊娠届569件）受診率48.9％

ア　コウノトリ支援事業の実施

イ　妊婦歯科健診の実施　（市内協力歯科医院等
に委託）

- - -

人権同和課
（人権教育

男女共生係）
福祉課

（地域福祉係）

性暴力、DV、ストーカー、各種ハラスメントなど、暴
力の加害者、被害者、傍観者とならないための教
育に取り組むとともに、暴力を容認しない社会をつ
くるための啓発活動を推進します。

ア　市HPや市広報紙「サクライフ」、パンフレット等
による相談窓口の周知を図った

イ　個別のケースごとに、関係機関等との情報共
有及び連携を図った

ウ　パープルリボン運動について市広報紙「サクラ
イフ」を通じて周知を図った

ア　市HPや市広報紙「サクライフ」、パンフレット等
による相談窓口を周知

イ　関係機関等との情報共有及び連携

ウ　１１月１２日～２５日の「女性に対する暴力をな
くす運動」期間にHPで啓発

- - -

学校教育課
（学務係）

インターネット上の性的有害情報や誹謗中傷な
ど、新たな形の暴力の被害防止、加害行為抑止の
ための啓発を図り、情報モラル教育やいじめ防止
の教育などを実施します。

ア　関係団体等から送付された啓発資料等につい
て学校を通じ情報提供を行った。

イ　「Saku　Kids　メディア　Safety」と連携し、メディ
ア機器に関するアンケート等を実施し、その内容
に基づき、トラブルや、健康への影響といった事に
ついて啓発活動を行った。

ア　関係団体等から送付された啓発資料等につい
て学校を通じて情報提供を行う。

イ　「Saku　Kids　メディア　Safety」と連携し、メディ
ア機器への依存やネット上のトラブルについて、啓
発活動を行う。

- - -

（２５）ＤＶなど暴力に対する
相談支援体制の充実

福祉課
（地域福祉係）

相談窓口の周知や相談対応者の資質向上に努め
るとともに、関係機関と連携した支援体制の強化
を図ります。

ア　市HPにて、相談窓口の啓発を通年で実施した

イ　女性相談員による配偶者暴力に係る相談支援
を通年で実施した

ウ　佐久保健所による佐久地域児童虐待・ＤＶ防
止ネットワーク会議の開催はなかったが、個別
ケースごとに関係機関との連携を図り対応した

ア　市HP及び市広報紙「サクライフ」による相談窓
口の啓発を通年で実施

イ　女性相談員による配偶者暴力に係る相談支援
を通年で実施

ウ　佐久地域児童虐待・ＤＶ防止ネットワーク会議
を通じた関係機関との連携体制確認を実施

ＤＶ被害にあったとき、
市に相談窓口があるこ
とを知っている市民の
割合

53.3％
（令和2年度

市民意識調査）
85%

（２４）男女共同参画の視点
による人権の尊重と暴力を
なくすための環境づくり

８
　
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
と
相
談
体
制
の
充
実

７
　
生
涯
を
通
じ
た
健
康
支
援

（２３）妊娠・出産などに関す
る意識づくりと健康支援
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